
Support Child care

３
子育ての手助けをしてもらいたい方（利用会員）と子育てのお手伝いをしたい方（提供会員）が

互いに会員となり、地域みんなで子育ての助け合いを行う有償ボランティアです。

子育て支援センターでは、ファミリーサポートアドバイザーが
利用支援を行います。

ファミリーサポートセンター事業の利用会員の依頼から、料金の支払いまでの仕組みをご紹介します。

子育て支援センター
子育て支援員
井之上　瞳　さん

ファミサポこんな使い方

 ①健診時に健診対象外の子を
　預ける
② PTA（授業参観・プール監視・
　給食参観など）の行事の際に下
　の子を預ける
③産前産後のお手伝い
　（送迎・買い物・沐浴補助など）

アドバイザーより

必要なときに頼ることができる人とつな
がっていられる安心感は子育ての力にな
ります。お子様の成長を
見 守 る 地 域 の 方 々 を 紹
介します。交流会も実施
しており、会員相互の信
頼関係を築いています。

①利用依頼の
　申し込み

④提供会員
　の紹介

②育児サポート
　の照会

⑤育児サポートの実施

⑥利用料金の支払い

③育児サポート
　の受託

提供会員

アドバイザー

利用会員
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↑交流会の様子

チャイルド
シート貸し出し
しています！

+info
Support Child care

垂水市では、「たるみず子育てグッズ応援券」を発行し、乳児用品等の購入に係る費用を助成しています。

市内に住所を有し、かつ居住している満１歳未満の乳
児と同一世帯の保護者

満１歳に達する日の属する月まで

①助成対象乳児用品の購入総額が、応援券の額面以上
　のとき使用できます。
※応援券の額面を下回るときは利用できません。
②応援券は、１度に複数利用できます。
③乳児用品と他の商品と分けてレジへお持ちください。

乳児１人につき、月額 3,000 円（最大 36,000 円分）
※乳児が出生した月の翌月から満１歳に達する月まで
　の月数分を助成

乳児用品は、乳児の子育てに使用するものです。
①おむつ関連用品、②授乳関連用品
③離乳食関連用品、④入浴・洗剤関連用品
⑤医薬用品等、⑥肌着等

対象

有効期限

利用方法

利用可能店利用可能店

助成額

購入できるもの

◎お問い合わせ：福祉課児童障害者係　☎ 32-1115

令和元年８月１日現在

１ （株）だいわ垂水店

２ （株）タイヨー垂水店

３ ミドリ薬局（株）垂水店

４ ファミリーショップニシムタ垂水店

５ ドラッグイレブン垂水店

６ ドラッグストアモリ垂水店

７ Ａコープたるみず店

１ だいわ垂水店

２ タイヨー垂水店

３ ミドリ薬局（株）垂水店

４ ファミリーショップニシムタ垂水店

５ ドラッグイレブン垂水店

６ ドラッグストアモリ垂水店

７ Ａコープたるみず店

協賛店でパスポートを掲示することで、割引やサービスが受けられるもので、
子育て世帯を地域全体で応援する仕組みです。

鹿児島県内に居住する妊娠中の方および 18 歳未満の
子どものいる世帯
※子育て世帯であれば、１人１枚発行できます。

（18 未満の子どもは除く）

1お手持ちのスマートフォンから専用
　サイトにアクセスしてパスポート
　画像をダウンロード

http://kosopa.pref.kagoshima.jp
かごしま子育て支援パスポート（通称：こそぱ）

※従来のカードパスポートも
　ご利用いただけます。
　（福祉課窓口で発行しています。）

鹿児島県　こそぱ 検索

2パスポート画像を協賛店で掲示
※このマークのある
　お店で利用できます→

◎お問い合わせ
　福祉課児童障害者係　　☎ 32-1115
　鹿児島県子育て支援課　☎ 099-286-2800

対象 利用方法
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